
 公共施設複合化ワーキンググループおよび町民ワークショップ実施委託について、次の

とおり公募型プロポ―ザルを実施するので、次のとおり公告します。 

 

 

 

令和 8 年 4 月 10 日 

 

 

 寒川町長  木村 俊雄 

 

記 

 

１．業務概要 

（１）業務名  

公共施設複合化ワーキンググループおよび町民ワークショップ実施委託 

（２）内容 

業務内容は別紙「公共施設複合化ワーキンググループおよび町民ワークショップ実

施委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

（３）委託期間  

契約締結の日から令和１０年３月３１日までとする。 

（４）提案限度額 

   ５７，９１５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２．参加資格 

参加することができる者は、参加申請書の提出日現在において、令和８年度の寒川町入札

参加資格に登録されている者とし、次に掲げる要件全てに該当し、業務を安定的かつ円滑に

実施できる者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号の規定に該当

しないこと。 

（２）破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく、破産手続開始の申し立てがなされてい

ないこと。 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申し立てがなされて

いないこと。 

（４）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされて

いないこと。 

（５）2 年以内に、手形交換所の取引停止処分を受けている者でないこと。ただし、会社更



生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続き開始の決定後、改め

て寒川町の競争入札参加資格の再認定を受けている場合は除く。 

（６）6 箇月以内に、不渡手形又は不渡小切手を出している者でないこと。ただし、会社更

生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定後、改めて

寒川町の競争入札参加資格の再認定を受けている場合は除く。 

（７）寒川町暴力団等排除条例（平成 23 年寒川町条例第 11 号）第２条第１号から第５号

に規定する要件に該当する者でないこと。なお、契約締結後に該当することが判明し

た場合は当該契約を解除する。 

（８）申請主体の現在の主たる事業所が所在する市区町村において、直近の国税（法人税及

び消費税）、市町村民税（法人市町村民税、固定資産税）に未納の税額がないこと。 

（９）他自治体で直近５年以内に同種及び類似業務（事業構想段階における、ビジョンやコ

ンセプトの設定支援、ワークショップ開催業務）に関する契約実績を有すること。 

（10）共同企業体の場合には、構成員全員が上記（１）～（８）までの全てを満たすこと。 

 

３．その他 

 その他手続きや審査に関する詳細については、「プロポ―ザル実施要領」と「事業者選定

基準」による。 

 

 

【問い合わせ先】 

 〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山 165 

       寒川町企画部資産経営課 

       ダイヤルイン番号 0467-37-3195 

       Mail keikaku@town.samukawa.kanagawa.jp 

 

 


